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併せて幼稚園、保育所では
感染の拡大が想定される場合



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 6 11 16 21 26 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
引き続きご協力をお願いします

3月以降の累積感染者数（保育所や幼稚園在籍児童・職員）

保護者の皆さまへ

昨夜ちょっと熱が出たけれど…
時々咳をするけれど…

このぐらいなら
保育園行っても大丈夫！

このぐらいなら…

本当に大丈夫？

郡山市保育課

以下の場合は登園(所)しないでください。

 発熱や呼吸器症状がある場合（解熱後24H以上経過するまで）

 児童または同居家族が陽性者となった場合（保健所指示期間）

 児童が濃厚接触者となった場合（自宅待機期間）

 児童がPCR検査を受ける場合（結果が分かるまで）

以下の場合は家庭保育にご協力ください。

 児童の同居家族が濃厚接触者となった場合

 児童の同居家族がPCR検査を受ける場合

 児童の同居家族に発熱や呼吸器症状がある場合

送迎時には、保護者の方も

マスク着用をお願いします！
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５月15日までに
保育施設等で
クラスター延べ
40件発生

保育施設等へ児童を通わせる保護者への協力依頼
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〇常時換気（可能であれば二方向の窓を10～20cm程度開けるのが目安。また下窓があれば排出促進につ
ながるので下窓優先。）
※常時換気が行えない場合は、30分に１回以上、数分間程度窓を全開にするなどにより換気を行うこ
と。

〇手洗い、手指や多数の者が触れる部分（机、ドアノブ、おもちゃ等）の消毒などの基本的な感
染防止対策の徹底。

〇各施設での黙食の指導（各家庭でも換気、マスク、黙食を要請）

〇児童の発育状況や活動内容等に応じて、マスク着用の有無を適切に判断。また、送迎をする保
護者へのマスク着用の徹底

〇密集や近距離での活動等を避けるため、活動時間や場所を分散する。各施設での異年齢交流の自粛

〇飲食を伴う場面では、机を向かい合わせにしない、会話を控えるなど、飛沫防止対策を講じる

〇児童や職員の対象管理を徹底し、体調不良の場合は帰宅させる。

〇希望する職員の３回目ワクチン接種の推奨（子どもを感染から守る観点から）

施設における感染対策の徹底のお願い
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